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目 次 目 次 

 第 一 章 か ら 第 五 章 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 一 章 か ら 第 五 章 ま で （ 略 ） 

 第 六 章 自 転 車 利 用 者 等 に よ る 保 険 等 へ の 加 入 等 （ 第 二 十 七 条 ― 第 二 十 八 条 ）  第 六 章 自 転 車 利 用 者 等 に よ る 保 険 等 へ の 加 入 等 （ 第 二 十 七 条 ・ 第 二 十 八 条 ） 

 第 七 章 か ら 第 八 章 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 七 章 か ら 第 八 章 ま で （ 略 ） 

 第 九 章 雑 則 （ 第 三 十 七 条 ― 第 四 十 一 条 ）  第 九 章 雑 則 （ 第 三 十 七 条 ― 第 四 十 条 ） 

 附 則  附 則 

第 一 条 （ 現 行 の と お り ） 第 一 条 （ 略 ） 

（ 定 義 ） （ 定 義 ） 

第 二 条 （ 現 行 の と お り ） 第 二 条 （ 略 ） 

 一 か ら 七 ま で （ 現 行 の と お り ） 一 か ら 七 ま で （ 略 ） 

 八 自 転 車 貸 付 事 業 自 転 車 を 有 償 又 は 無 償 で 、 反 復 継 続 し て 貸 し 付 け る 事 業 を い う 。 八 自 転 車 貸 付 事 業 自 転 車 を 有 償 で 貸 し 付 け る 事 業 を い う 。 

 九 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 自 転 車 の 利 用 に よ っ て 生 じ た 損 害 を  補 す る た め の 保 険 又 は

共 済 を い う 。 

（ 新 設 ） 

第 三 条 （ 現 行 の と お り ） 第 三 条 （ 略 ） 

（ 都 の 責 務 ） （ 都 の 責 務 ） 

第 四 条 （ 現 行 の と お り ） 第 四 条 （ 略 ） 

２ か ら ５ ま で （ 現 行 の と お り ） ２ か ら ５ ま で （ 略 ） 

６ 都 は 、 区 市 町 村 、 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 を 引 き 受 け る 保 険 者 そ の 他 の 関 係 団 体 と 連 携 し 、

自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 へ の 加 入 を 促 進 す る た め 、 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 に 関 す る 情 報 の 提 供

そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。 

（ 新 設 ） 

第 五 条 か ら 第 十 四 条 の 二 ま で （ 現 行 の と お り ） 第 五 条 か ら 第 十 四 条 の 二 ま で （ 略 ） 

（ 十 八 歳 未 満 の 者 及 び 高 齢 者 の 技 能 及 び 知 識 の 習 得 等 ） （ 児 童 及 び 高 齢 者 の 技 能 及 び 知 識 の 習 得 等 ） 

第 十 五 条 父 母 そ の 他 の 保 護 者 （ 以 下 単 に 「 保 護 者 」 と い う 。 ） は 、 そ の 監 護 す る 十 八 歳 未 満

の 者 が 、 自 転 車 を 安 全 で 適 正 に 利 用 す る こ と が で き る よ う 、 指 導 、 助 言 等 を 行 う こ と に よ り 、

必 要 な 技 能 及 び 知 識 を 習 得 さ せ る と と も に 、 当 該 十 八 歳 未 満 の 者 に 反 射 材 を 利 用 さ せ 、 乗 車

用 ヘ ル メ ッ ト を 着 用 さ せ る 等 の 必 要 な 対 策 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 
第 十 五 条 父 母 そ の 他 の 保 護 者 は 、 そ の 保 護 す る 児 童 （ 十 八 歳 未 満 の 者 を い う 。 次 条 に お い

て 同 じ 。 ） が 、 自 転 車 を 安 全 で 適 正 に 利 用 す る こ と が で き る よ う 、 指 導 、 助 言 等 を 行 う こ

と に よ り 、 必 要 な 技 能 及 び 知 識 を 習 得 さ せ る と と も に 、 当 該 児 童 に 反 射 材 を 利 用 さ せ 、 乗

車 用 ヘ ル メ ッ ト を 着 用 さ せ る 等 の 必 要 な 対 策 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

２ （ 現 行 の と お り ） ２ （ 略 ） 

（ 十 八 歳 未 満 の 者 の 教 育 又 は 育 成 に 携 わ る 者 に よ る 指 導 等 ） （ 児 童 の 教 育 又 は 育 成 に 携 わ る 者 に よ る 指 導 等 ） 

第 十 六 条 十 八 歳 未 満 の 者 の 教 育 又 は 育 成 に 携 わ る 者 は 、 当 該 十 八 歳 未 満 の 者 が 自 転 車 を 安 全

で 適 正 に 利 用 す る こ と が で き る よ う 、 指 導 、 助 言 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ る よ う 努 め な け

れ ば な ら な い 。 

第 十 六 条 児 童 の 教 育 又 は 育 成 に 携 わ る 者 は 、 当 該 児 童 が 自 転 車 を 安 全 で 適 正 に 利 用 す る こ

と が で き る よ う 、 指 導 、 助 言 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

第 十 七 条 か ら 第 二 十 六 条 （ 現 行 の と お り ） 第 十 七 条 か ら 第 二 十 六 条 （ 略 ） 



（ 自 転 車 利 用 者 の 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 へ の 加 入 等 ） （ 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 へ の 加 入 等 ） 
第 二 十 七 条 自 転 車 利 用 者 （ 未 成 年 者 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 自 転 車 の 利 用

に よ っ て 生 じ た 他 人 の 生 命 又 は 身 体 の 損 害 を 賠 償 す る こ と が で き る よ う 、 自 転 車 損 害 賠 償 保

険 等 に 加 入 し な け れ ば な ら な い 。 

第 二 十 七 条 自 転 車 利 用 者 は 、 自 転 車 の 利 用 に よ っ て 生 じ た 他 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 の 損

害 を 賠 償 す る こ と が で き る よ う 、 当 該 損 害 を 塡 補 す る た め の 保 険 又 は 共 済 （ 次 条 に お い て

「 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 」 と い う 。 ） へ の 加 入 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ る よ う 努 め な け

れ ば な ら な い 。 

２ 自 転 車 利 用 者 は 、 自 転 車 の 利 用 に よ っ て 生 じ た 他 人 の 財 産 の 損 害 を 賠 償 す る こ と が で き る

よ う 、 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 に 加 入 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 の 規 定 は 、 自 転 車 使 用 事 業 者 に つ い て 準 用 す る 。 

３ 前 二 項 の 規 定 は 、 自 転 車 利 用 者 以 外 の 者 に よ り 、 当 該 利 用 に 係 る 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 へ

の 加 入 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る と き は 、 適 用 し な い 。 

（ 新 設 ） 

（ 保 護 者 の 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 へ の 加 入 等 ）  

第 二 十 七 条 の 二 保 護 者 は 、 そ の 監 護 す る 未 成 年 者 が 自 転 車 を 利 用 す る と き は 、 自 転 車 の 利 用

に よ っ て 生 じ た 他 人 の 生 命 又 は 身 体 の 損 害 を 賠 償 す る こ と が で き る よ う 、 自 転 車 損 害 賠 償 保

険 等 に 加 入 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

２ 保 護 者 は 、 そ の 監 護 す る 未 成 年 者 が 自 転 車 を 利 用 す る と き は 、 自 転 車 の 利 用 に よ っ て 生 じ

た 他 人 の 財 産 の 損 害 を 賠 償 す る こ と が で き る よ う 、 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 に 加 入 す る よ う 努

め な け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

３ 前 二 項 の 規 定 は 、 保 護 者 以 外 の 者 に よ り 、 当 該 利 用 に 係 る 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 へ の 加 入

の 措 置 が 講 じ ら れ て い る と き は 、 適 用 し な い 。 

（ 新 設 ） 

（ 自 転 車 使 用 事 業 者 の 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 へ の 加 入 等 ）  

第 二 十 七 条 の 三 自 転 車 使 用 事 業 者 は 、 そ の 事 業 活 動 に お い て 自 転 車 を 利 用 す る と き は 、 自 転

車 の 利 用 に よ っ て 生 じ た 他 人 の 生 命 又 は 身 体 の 損 害 を 賠 償 す る こ と が で き る よ う 、 自 転 車 損

害 賠 償 保 険 等 に 加 入 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

２ 自 転 車 使 用 事 業 者 は 、 そ の 事 業 活 動 に お い て 自 転 車 を 利 用 す る と き は 、 自 転 車 の 利 用 に よ

っ て 生 じ た 他 人 の 財 産 の 損 害 を 賠 償 す る こ と が で き る よ う 、 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 に 加 入 す

る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

３ 前 二 項 の 規 定 は 、 自 転 車 使 用 事 業 者 以 外 の 者 に よ り 、 当 該 利 用 に 係 る 自 転 車 損 害 賠 償 保 険

等 へ の 加 入 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る と き は 、 適 用 し な い 。 

（ 新 設 ） 

（ 自 転 車 貸 付 業 者 の 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 へ の 加 入 等 ）  

第 二 十 七 条 の 四 自 転 車 貸 付 業 者 は 、 自 転 車 を 貸 し 付 け る と き は 、 自 転 車 の 利 用 に よ っ て 生 じ

た 他 人 の 生 命 又 は 身 体 の 損 害 を 賠 償 す る こ と が で き る よ う 、 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 に 加 入 し

な け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

２ 自 転 車 貸 付 業 者 は 、 自 転 車 を 貸 し 付 け る と き は 、 自 転 車 の 利 用 に よ っ て 生 じ た 他 人 の 財 産

の 損 害 を 賠 償 す る こ と が で き る よ う 、 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 に 加 入 す る よ う 努 め な け れ ば な

ら な い 。 

（ 新 設 ） 

３ 前 二 項 の 規 定 は 、 自 転 車 貸 付 業 者 以 外 の 者 が 当 該 自 転 車 の 利 用 に 係 る 自 転 車 損 害 賠 償 保 険

等 に 加 入 し て い る と き は 、 適 用 し な い 。 

（ 新 設 ） 



（ 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 へ の 加 入 の 確 認 等 ）  
第 二 十 七 条 の 五 自 転 車 小 売 業 者 は 、 自 転 車 を 販 売 す る と き は 、 当 該 自 転 車 を 購 入 し よ う と す

る 者 （ 以 下 「 自 転 車 購 入 者 」 と い う 。 ） に 対 し 、 当 該 自 転 車 の 利 用 に 係 る 自 転 車 損 害 賠 償 保 険

等 の 加 入 の 有 無 を 確 認 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

２ 自 転 車 小 売 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 確 認 に よ り 、 自 転 車 購 入 者 が 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等

に 加 入 し て い る こ と を 確 認 で き な い と き は 、 当 該 自 転 車 購 入 者 に 対 し 、 自 転 車 損 害 賠 償 保 険

等 へ の 加 入 に 関 す る 情 報 を 提 供 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

３ 特 定 事 業 者 は 、 そ の 従 業 者 の う ち に 、 自 転 車 を 利 用 し て 通 勤 す る 従 業 者 が い る と き は 、 当

該 従 業 者 に 対 し 、 当 該 利 用 に 係 る 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 の 加 入 の 有 無 を 確 認 す る よ う 努 め な

け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

４ 第 二 項 の 規 定 は 、 前 項 の 特 定 事 業 者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 項 中 「 自

転 車 小 売 業 者 」 と あ る の は 「 特 定 事 業 者 」 と 、 「 自 転 車 購 入 者 」 と あ る の は 「 自 転 車 を 利 用

し て 通 勤 す る 従 業 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 新 設 ） 

５ 自 転 車 貸 付 業 者 は 、 そ の 借 受 人 に 対 し 、 当 該 自 転 車 の 利 用 に 係 る 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 の

内 容 に 関 す る 情 報 を 提 供 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

（ 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 の 普 及 等 ） （ 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 の 普 及 等 ） 

第 二 十 八 条 （ 現 行 の と お り ） 第 二 十 八 条 （ 略 ） 

２ 学 校 等 （ 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 小 学 校 、 中 学 校 、

義 務 教 育 学 校 、 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 、 特 別 支 援 学 校 、 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校 、 同 法 第 百

二 十 四 条 に 規 定 す る 専 修 学 校 並 び に 同 法 第 百 三 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 各 種 学 校 を い う 。 ）

の 設 置 者 は 、 自 転 車 を 利 用 す る 児 童 、 生 徒 及 び 学 生 並 び に そ の 保 護 者 に 対 し 、 自 転 車 損 害 賠

償 保 険 等 に 関 す る 情 報 を 提 供 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

２ 自 転 車 小 売 業 者 は 、 自 転 車 の 購 入 者 に 対 し 、 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 自 転 車 損 害 賠 償 保 険

等 へ の 加 入 そ の 他 の 必 要 な 措 置 に 関 す る 情 報 の 提 供 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

第 二 十 九 条 か ら 第 三 十 九 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 第 二 十 九 条 か ら 第 三 十 九 条 ま で （ 略 ） 

（ 適 用 除 外 ）  

第 四 十 条 区 市 町 村 の 条 例 中 に 、 こ の 条 例 に 定 め る 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 へ の 加 入 等 に 相 当 す

る 規 定 が あ る 場 合 は 、 当 該 区 市 町 村 の 区 域 に お い て は 、 第 六 章 （ 第 二 十 八 条 を 除 く 。 ） の 規

定 は 、 適 用 し な い 。 

（ 新 設 ） 

（ 委 任 ）  

第 四 十 一 条 （ 現 行 の と お り ） 第 四 十 条 （ 略 ） 

 


